
他省庁 金 融 庁 金融業界 

高齢者の側に立ってアドバイス等ができる担い手のあり方の検討 

成年後見人による資産管理のあり方の検討 

資
産
形
成
・
取
崩
し
 

資
産
承
継

 

個人 
承継 

安
心
な
投
資
環
境
整
備
 

急速な 
高齢社会の進展 

政府全体の取り組み 

未来投資戦略 人生100年時代構想 骨太の方針 

他 省 庁 
金融審議会 市場ワーキンググループ（WG） 

金 融 庁 

医 療 ・ 介 護 制 度 改 革 

高 齢 者 雇 用 の 延 長 

公 的 年 金 制 度 改 革 

事業 
承継 

 

◆ 高齢社会における金融の目指すべき姿は、高齢者をはじめとする国民がそれぞれの状況に応じた適切な金融取引の選択を行うことができるような状態を実現することではないか。また、それを通じて、 
 

  ○ 「預貯金偏重」から「資産形成」（長期・分散・積立投資）へ   ○ 「長寿化」に応じた「資産寿命の延伸」 

  ○ 「公助」頼りから「自助」も含めた豊かな老後へ          ○ 家計の資産配分の効率化を通じ、 経済全体の資金循環の質の改善へ     などを目指していくこととなるか。 

高齢社会・長寿社会における金融の目指すべき姿など 

「顧客本位」の業務運営の実践 
顧客本位の業務運営の原則 

金融事業者の取組の「見える化」 

認 知 症 対 策 

金融審議会・市場ワーキンググループにて検討する『高齢社会における金融サービスのあり方』の俯瞰図 

（等）   

投資教育を通じた金融リテラシーの向上など、「人生100年時代」に備えた資産活用や管理への意識醸成 

原則・プリンシプルの設定（金融業界の取り組むべき方向性、顧客の留意すべき事項） 

住 宅 対 策 

国民 

フィナンシャルジェロントロジーの進展を踏まえた高齢投資家保護 
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資産承継における税制優遇 

住宅資産の有効活用 

事業承継における金融機関の役割拡大 

NISAやDC / iDeCo等、老後資産形成に資する制度の更なる充実、使いやすい仕組みの検討 

金融・非金融の連携 

顧客起点のビジネスモデル追求 

「見える化」による 

適切な選択の推進 

金融商品 
サービス 

老後の収支 

・老後収支・ライフイベント相談 
・金融サービス・投資アドバイス受入 

2019年G20議長国として、高齢化社会における金融包

摂の実現等、世界共通の課題解決に向け、貢献 

資産形成（長
期・積立・分
散投資） 
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